
金融機能強化特措法に基づく公的資金注入の仕組み

※平成１６年夏頃施行予定

　平成１７年４月以降のペイオフ完全解禁をひかえ、主に経営統合や合併等組織再編を通じて金融機関の自己資本の増強を図り、地域の
金融秩序の安定を図る目的で創設

対象
銀行、持ち株会社、信金、信組など

単体　○健全、不健全
　　　　×　破綻状態
再編　○健全同士、健全と不健全
　　　　×不健全同士

機能強化計画

①収益性など数値目標
②地域活性化への貢献
　　（中小企業向け融資）
③目標達成への業務行動計画
④経営ガバナンス強化
⑤計画未達成時の責任明確化

審査（金融庁）

●収益性などの目標が妥当か
●公的資金が回収が困難でないか
●地域経済に存続が必要不可欠か
●適切な資産査定がなされているか

金融機能強化審査会

　有識者による意見を聴取

助言

提出

申請
了承

優先株など引き受
け（公的資金注
入）

※３年以内に計画
未達成なら経営責
任

不健全機関は経営陣退任


